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総務企画委員会

受理
番号

新規
継続

件　　名 提　出　者 頁 備　　考

請１８ 継 「選択的夫婦別姓制度の導入を求める意見書」採択について
　 　 　

5

請２３ 新
物価・米価高騰による学校給食費の負担軽減を図るため、財政支援を
求める請願について 　 　 　

9

福祉環境委員会

受理
番号

新規
継続

件　　名 提　出　者 頁 備　　考

なし

農林水産委員会

受理
番号

新規
継続

件　　名 提　出　者 頁 備　　考

なし

産業観光委員会

受理
番号

新規
継続

件　　名 提　出　者 頁 備　　考

なし
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建設委員会

受理
番号

新規
継続

件　　名 提　出　者 頁 備　　考

請２２ 新 秋田県営陸上競技場の整備充実を求める請願について
　

　 　 　 　
11

教育公安委員会

受理
番号

新規
継続

件　　名 提　出　者 頁 備　　考

請１７ 継
ゆたかな学びの実現及び教職員定数改善並びに義務教育費国庫負担
割合引き上げをはかるための、2026年度政府予算に係る意見書採択に
ついて

　 　 　
14
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総務企画委員会

受理番号 請１８ 住所
提

受理年月日 R７.５.30 出
者 氏名

新規・継続 継

紹介議員 櫻田憂子、加藤麻里、加賀屋千鶴子、佐藤光子

件 名 「選択的夫婦別姓制度の導入を求める意見書」採択について

【請願事項】

「選択的夫婦別姓制度の導入を求める意見書」を採択すること。

【請願理由】

人の人生において氏名はその人自身を表すものであり、人格の一部となっている。しかしながら、婚姻の際には、そうい

った氏名の氏（うじ）、姓を、どちらかが変えなければならないというのが日本の制度である。そして、姓を変えるのは約

９５％、ほとんどが女性の側となっている。これは、民法第７５０条が、「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又

は妻の氏を称する」と定めて夫婦同姓を義務付けており、婚姻後もそれぞれが婚姻前の姓を称することを希望する夫婦の婚

姻を認めていないということによるものである。

しかし、冒頭に申し上げたとおり、氏名はその人の人格の一部となっているもので、自分の意思に反して変えることが強

制されるようなものではないはずである。この点については最高裁判所も、氏名は「人が個人として尊重される基礎であ

り、その個人の人格の象徴であって、人格権の一内容を構成する」（１９８８年２月１６日最高裁判決）としており、この

要 旨 ような判断からしても「氏名の変更を強制されない自由」は、人格権の重要な一内容として憲法第１３条によって保障され

ている。とするならば、民法第７５０条は、婚姻に際し姓を変更したくない人の氏名の変更を強制されない自由を不当に制

約しているのだから、憲法第１３条に反すると言える。

また、そもそも夫婦が同姓にならなければ婚姻できない、とすることは、憲法第１３条の自己決定権として保障される

「婚姻の自由」を不当に制約するものである。さらに言えば、夫婦別姓を希望する人は、自己の信条に反し夫婦同姓を選択

しない限り婚姻できないということになるのだから、そのような考えの人が婚姻の効果を享受できないというのは、憲法１

４条１項に定める「法の下の平等」にも反するものである。

一方、婚姻に関する憲法上の規定としては、第２４条がある。

同条第１項は「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有する」と定め、同条第２項は「法律は、

個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない」としている。これは、婚姻における両性の平等を

定めるとともに、婚姻や家族に関する法律を作る際には、憲法第１３条及び第１４条第１項の趣旨が反映されるべきものと

している。

しかしながら、現行法制度のもとでは、冒頭に述べたとおり、新たに婚姻する夫婦のうち約９５％で女性が改姓してお

り、事実上、多くの女性に改姓を強制し、その姓の選択の機会を奪うものとなっている。また、先ほど指摘した、憲法１３
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総務企画委員会

受理番号 請２３ 住所
提

受理年月日 R７.12.１ 出
者 氏名

新規・継続 新

紹介議員 加藤麻里、加賀屋千鶴子、櫻田憂子

件 名 物価・米価高騰による学校給食費の負担軽減を図るため、財政支援を求める請願について

【請願事項】

１．県として、学校給食費の負担軽減を図るため、市町村へ財政支援をすること

２．国に対し、2026年度から学校給食無償化が滞りなく実施されるよう県に求めること

【請願理由】

学校給食費について、全国各地で無償化が広がっている。県内においても、64%の自治体が無償化、若しくは一部補助が行

われている。

一方で、物価や米価が高騰し、学校給食の食材費に影響を与え、自治体の負担は大きくなっている。学校給食費を徴収し

ている自治体においても、高騰分は値上げせず、保護者の負担増にならない努力がされている。

人口減少が著しい本県において、子育て世帯の定住と本県への移住促進が求められている。子育て支援の一環である学校

給食費の無償化を進めようとしている鈴木知事におかれましては、その実現に、より一層励んでいただくことを多くの県民

要 旨 が望んでいる。

ついては、上記事項について、地方自治法第 99条にもとづき、県議会へ請願する。

審査結果
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【現 況】
１ 国・政府の動向等
○ 令和５年６月13日に閣議決定された「こども未来戦略方針」では、「学校給食費の無償化の実現に向けて、まず、全国ベースで
の学校給食の実態調査を速やかに行い、その上で、具体的方策を検討する。」とされ、同年12月22日に閣議決定された「こども未
来戦略」においても、同様の方向性が示された。

○ これを踏まえ、文部科学省において、学校給食に関する実態調査を実施し、令和６年６月12日に結果を公表した。

学校給食費保護者負担軽減事業の取組状況（基準日：令和５年９月１日時点）

・実施市町村数／市町村総数･･････････722／1794（約40％）

※実施市町村における主な財源は、自主財源、地方創生臨時交付金、ふるさと納税等

○ 令和７年２月に自由民主党、公明党、日本維新の会の３党が、給食無償化について、まずは小学校を念頭に令和８年度から開始
し、中学校への拡大についても、できる限り速やかに実現することで合意している。

○ 令和７年６月13日に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針2025（骨太方針）」においても、「給食無償化について
は、これまで積み重ねてきた各般の議論に基づき具体化を行い、令和８年度予算の編成過程において成案を得て、実現する」旨が
盛り込まれており、令和８年度予算編成過程における検討事項とされている。

２ 県内市町村における学校給食費の負担軽減の状況
○ 学校給食費については、県内でも16市町村が独自に無償化の支援を行っている（令和７年12月１日現在）。

・全額無償化････13市町村（能代市、男鹿市、湯沢市、大仙市、北秋田市、小坂町、上小阿仁村、三種町、五城目町、八郎潟町、

井川町、大潟村、東成瀬村）

・一部無償化････２町（八峰町、羽後町）

・その他（第３子以降無償化）････１市（横手市）

３ 県の取組
○ 学校給食費等の経済的な負担に対しては、所得や地域にかかわらず、等しく支援を受けられることが望ましいことから、令和４
年11月以降、国に対して、全国一律で保護者等の更なる負担軽減に向けて支援の充実を図るよう要望している。

採 択
備 考 年月日 令和 年 月 日

不採択
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建設委員会

受理番号 請２２ 住所
提

受理年月日 R７.12.１ 出
者 氏名

新規・継続 新

紹介議員 加藤鉱一、渡部英治、福田博之、松田豊臣、加賀屋千鶴子、佐藤光子

件 名 秋田県営陸上競技場の整備充実を求める請願について

【請願事項】

１ 秋田県営陸上競技場に大型電光掲示板を付設すること

２ 秋田県営陸上競技場を逆走可能な競技場として整備すること

３ 秋田県営陸上競技場に夜間照明器具を付設すること

４ 秋田県営陸上競技場に必要な設備・備品を整備すること

【請願理由】

陸上競技は、走る・跳ぶ・投げる・歩くという人間の根源的な動作を競う「マザー・オブ・スポーツ」であり、人々を感

動させ、ライフスタイルをアクティブにする力をもっている。ジョギングやマラソン、駅伝等も含めて考えると、陸上競技

は、老若男女問わず、誰もが親しみやすく、取り組みやすいスポーツと言える。そのような陸上界の進化・発展は、県民の

スポーツへ関わる機会の基盤となり、する・見る・支えるなどを通じて人々の人間性を豊かにし、健康に貢献するものと信

じて止まない。県民がそれぞれに持つ「陸上ストーリー」が、点から線へとつながり、「陸上あきた」が大いに盛り上がる、

要 旨 そんな時代が来ることも期待できる。

私たちは、そのための原動力は「ふるさと秋田」を思う気持ち、その強さや温かさを大切にして陸上競技の普及・強化を

図ることだと考えている。そして、それを具現化するには、デジタル化など時代に即した環境整備も必須であることは間違

いない。

秋田では2022年（106回）、2023年（107回）の２年間、「日本陸上競技選手権大会混成競技」という、全国トップレベルの

選手が集まる競技会を開催した。開催にあたり、日本陸上競技連盟より県営陸上競技場の環境整備に対し、いくつかのアド

バイスをいただいた。しかし、これまで数回にわたり県当局に働きかけてきたが、現状維持的な対応はあるものの、大きな

改善や整備に至っていないのが実情である。

以下、指摘された事項の中から優先順位の高いもの４点について請願する。
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教育公安委員会

受理番号 請１７ 住所
提

受理年月日 R７.５.30 出
者 氏名

新規・継続 継

紹介議員 加藤麻里、櫻田憂子

件 名 ゆたかな学びの実現及び教職員定数改善並びに義務教育費国庫負担割合引き上げをはかるための、2026年度政府予算に係る
意見書採択について

【請願事項】

１．子どもたちの教育環境改善及び教職員の働き方改革並びに長時間労働是正のために、加配教員の増員や少数職種の配置

増など教職員定数改善を推進すること。

２．高等学校での35人学級を早期に実施すること。また、さらなる学級編制標準の引き下げ等少人数学級について検討する

こと。

３．自治体で国の標準を下回る「学級編制基準の弾力的運用」の実施ができるよう、加配の削減は行わないこと。

４．教育の機会均等と水準の維持向上をはかり、地方財政を確保するため、義務教育費国庫負担割合を引き上げること。

５．教育課程の時数と内容の過多(カリキュラム・オーバーロード)は、子どもや教職員に過大な負担となることから、学習

指導要領の内容の精選等を行うこと。

６．新規採用を持続的に確保し、専門性を発揮し意欲を持って働くことができるよう、教職員の待遇改善に必要な財源措置

を講ずること。

要 旨 ７．新卒者の就業機会や教職員の年齢構成バランスの確保等の観点を十分に考慮し、すべての自治体で定年引き上げ期間中

に教職員の安定的な新規採用ができるよう、定数加配措置をはじめとした必要な財政措置を講ずること。

【請願理由】

学校現場では、「貧困」「いじめ」「不登校」「カリキュラム・オーバーロード」「教職員の長時間労働」など解決すべ

き課題が山積しており、子どもたちのゆたかな学びを保障するための教材研究や授業準備の時間を十分に確保することが困

難な状況となっている。ゆたかな学びや学校の働き方改革を実現するためには、加配教員の増員や少数職種の配置増など教

職員定数改善が不可欠である。

21年の法改正により、小学校の学級編制標準は25年度までに35人に引き下げられた。中学校においては26年度から引き下

げる方針となっている。今後は、高等学校での早期実施と、きめ細かい教育活動をすすめるために、さらなる学級編制標準

の引き下げ、少人数学級の実現が必要である。

秋田県においては、厳しい財政状況の中でも、一人一人の子どもに教職員の目を行き渡らせるため、独自の少人数学級を

実施しているところだが、義務教育費国庫負担割合は３分の１と少なく、自治体財政を圧迫している状況にある。
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